
 

特　記　仕　様　書（その２） 
 
１．工事条件 

今回発注の工事は、建設リサイクル法により分別解体等が義務付けられている対象

建設工事である。 
 
２．施工計画・施工段階 
 （１）施工計画 

請負者は、設計図書（仕様書含む）及び「建設リサイクル法」など関係法令に遵守

して、施工計画を作成するものとする。この場合、請負者は、施工計画書に添えて次

の計画書を提出するものとする。 
 

① 　再生資源利用計画書 
建設資材のうち、土砂、砕石、アスファルト混合物（再生材含む）を搬入する工事

で一定規模以上の工事 
・建設リサイクル法の対象建設工事 
・土砂を１００ｍ３以上搬入する工事 
・砕石（再生砕石含む）を５０ｔ以上搬入する工事 
・加熱アスファルト混合物を２０ｔ以上搬入する工事 
 
②　再生資源利用促進計画書 

建設副産物のうち、建設発生土、コンクリート塊、アスファルトコンクリート塊、

建設発生木材、建設汚泥、建設混合廃棄物を搬出する工事 
・建設リサイクル法の対象建設工事 
・建設発生土を１００ｍ３以上搬出する工事 
・廃棄物の全体で２０ｔ以上搬出する工事 
 
③　建設廃棄物処理計画書 

建設廃棄物を排出する全ての工事を対象とする。 
 

 （２）再生資源の利用に関する事前調査 
請負者は、設計図書（仕様書含む）に従い、製造工場等と出荷状況について調整す

るものとする。特に再生砕石については、工場によって出荷可能量が変動することか

ら、適切なとき（路床掘削前）に必ず工場に確認するものとする。 
なお、その確認の範囲は、リサイクル原則化ルールの範囲内（４０㎞）とする。 
 

 （３）工事現場における建設副産物対策の責任者を明確にする（主任技術者と兼務可） 
　請負者は、廃棄物処理法に従い、自らの責任において、建設廃棄物を適正処理に努

めなければならない観点から、その責任者を明確にしておくものとする。 
　 

 （４）分別解体等及び再資源化等の徹底 
請負者は、「建設リサイクル法」の特定建設資材については、政省令を遵守適正に行

うものとする。また、その他の建設資材についても、分別し再資源化に取り組むもの

とする。 
 

 （５）適正処理 
請負者は、建設廃棄物の処理を他人に委託する場合は、運搬と処分についてそれぞ

れ個別に許可業者と書面により委託契約を行わなければならない。 
また、マニュフェスト等により処理基準や委託内容に沿って適正に行われたか確認

しなければならない。 
 



（６）再生資源利用（促進）計画書及び確認結果票の掲示等 
①前記（１）①及び②に基づき作成した再生資源利用（促進）計画書（以下、計画書）

を工事現場の見やすい場所に掲げ、又は計画書の内容を記録した電磁的記録を当該

工事現場の見やすい場所に備え置く出力装置の映像面に表示する方法により公衆の

閲覧に供するものとするとともに、インターネットの利用により公表するよう努め

るものとする。 
②受注者は、資源有効利用促進法省令第８条第３項１号及び第３号に基づき、発注者

等が行った手続き（土壌汚染対策法や条例の届出の要否等）を確認し、結果を確認

結果票へ記載し、現場へ掲示すること。 
③計画書及びその実施状況の記録について、当該建設工事の完成後５年間保存するも

のとする。 
 

３．工事完了段階 
（１）完成書類への添付 

請負者は、完成書類に添えて次の実施書等を発注者に提出するものとする。 
①　再生資源利用実施書 
ァ）対象となる工事　　　２（１）①と同様とする。 
ィ）作成部数　発注者へ１部提出、その他に実態調査用データを提出すること。 

請負者１部保管（工事竣工後１年間） 
②　再生資源利用促進実施書 

    ァ）対象となる工事　　　２（１）②と同様とする。 
ィ）作成部数　発注者へ１部提出、その他に実態調査用データを提出すること。 

請負者１部保管（工事竣工後１年間） 
③　建設廃棄物処理実施書 

    ァ）対象となる工事　　　２（１）③と同様とする。 
ィ）作成部数　発注者へ１部提出 

請負者１部保管（工事竣工後５年間） 
④　建設リサイクル法第１８条第１項に基づく報告書 
報告する内容 
・再資源化等が完了した年月日 
・再資源化等をした施設の名称及び所在地 
・再資源化に要した費用 

⑤　その他 
工事で発生した建設副産物が適正に処理されたかどうかを確認するため、請負者は　　　　　 
マニフェストの写し、リサイクルに関する伝票（マニフェストの発行がないもの、　　　　　 
例えば金属くずなどの有価物）等を発注者に提示するものとする。 

（２）建設副産物実態調査 
再生資源（促進）利用計画書を作成し、工事完了後、工事完了書類とともに入力した

データを提出するものとする。 
 
４．建設副産物の取り扱いについて 
（１）建設発生土 

床堀および切土の発生土は、埋め戻して流用するものとし、埋め戻しに使用しない残

土は、下妻市中居指地内（下妻ストックヤード）へ運搬する予定であるが、現場状況に

より変更する場合があるので、事前に監督員と協議すること。 
 
（２）コンクリート塊・アスファルト塊 

本工事から発生するコンクリート・アスファルト塊については、下記の再資源化施設

に搬出し、リサイクルに努めること。 
 



コンクリート塊 
・搬　出　先  ：　東京舗装工業㈱　下妻市大木１２０６ 
・搬　出　量　：　コンクリート(無筋)　２６．６ｔ 
・片道運搬距離：　１２．２ｋｍ 
 
・搬　出　量　：　コンクリート(鉄筋)　５３．５ｔ 
・片道運搬距離：　１２．２ｋｍ 

アスファルト塊 
・搬　出　先　：　東京舗装工業㈱　下妻市大木１２０６ 
・搬　出　量　：　アスファルト　１２３．６ｔ 
・片道運搬距離：　１２．２ｋｍ 

 
なお、上記以外の再資源化施設へ搬出する場合は、事前に監督員と協議し承諾を得なけれ

ばならない。 


